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県民カレッジオープンキャンパス　参加者募集のお知らせ

子どもの里親になりませんか
　県では、さまざまな事情から家庭で生活することができない子ど
もを、家族の一員として迎え入れ、愛情と誠意をもって養育してく
ださる里親を募集しています。群馬県独自の短期預かり里親登録制
度もあります。
　中央児童相談所北部支所は、里親に関心のある方や養子縁組・
特別養子縁組を検討している方へ説明（相談）会を開催します。
● 第３回　10月23日（水）　沼田市役所４階防災会議室405・406にて
●第４回　10月30日（水）　東吾妻町役場本庁1階101会議室にて
●第５回　11月１日（金）　吉岡町役場２階第１会議室にて
●時　間　各回　午後１時から４時
● 対　象　里親に関心のある方や養子縁組・特別養子縁組を検
討している方（開催市町村以外にお住まいの方も含みます）

●費　用　無料

くらしの情報

※敬称略

　

９
月
３
日（
火
）嬬
恋
村
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
に

於
い
て
、
第
27
回
吾
妻
郡
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

当
日
は
郡
内
か
ら
39
チ
ー
ム
、
総
勢
１
１
７

名
が
参
加
し
、
高
山
村
か
ら
も
３
チ
ー
ム
９
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
日
頃
の
練
習
の
成
果
を
十
分
に
発
揮

し
、
団
体
で
は
宮
内
之
久
さ
ん
・
深
代
正
利
さ

ん
・
割
田
ま
き
枝
さ
ん
の
３
人
が
組
ん
だ
高
山

Ａ
チ
ー
ム
が
第
５
位
、
個
人
で
は
深
代
正
利
さ

ん
が
第
２
位
と
素
晴
ら
し
い
成
績
を
収
め
ま
し

た
。 ９/３

吾
妻
郡
老
人
ク
ラ
ブ

連
合
会
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
大
会
開
催

　吾妻教育事務所では、山間部の方のニーズに応えるべく大学等と連携して講座を開設しています。
　吾妻郡内の皆様、ぜひご参加ください。

「『令和』から始める『万葉集』講座」
●開催日時　10月24日（木）14:15～15:45
　　　　　　11月�７日（木）14:15～15:45
　　　　　　11月21日（木）14:15～15:45
●場　　所　中之条合同庁舎

●講　　師　県立女子大学　北川和秀　名誉教授
●定　　員　30名程度
　全３回講座で、１回のみの受講も可能です。
　どなたでも受講でき、無料です。

《お申し込み》　吾妻教育事務所　生涯学習係　☎0279－75－3370

　詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室（☎
027－896－4737）又は群馬県内の労働基準
監督署へお問い合わせください。
● 群 馬 労 働 局URL　https://jsite.mhlw.
go.jp/gunma-roudoukyoku/
※�中小企業・小規模事業者の方の賃金引き上
げを支援する「業務改善助成金」もご活用
ください。お問い合わせは、雇用環境・均
等室（☎027－896－4739）まで。

群馬県最低賃金は　時間額　835円
令和元年10月６日より改正

群馬県最低賃金が
� 改正されました
必ずチェック最低賃金　使用者も　労働者も

《お問い合わせ先》
群馬県中央児童相談所北部支所　☎0279－20－1010



令和元年10月１日15

消費税軽減税率制度説明会のご案内！
　軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があり、対応した経理・申告が必要です。（飲食料品の小売業の方に
限りません。）
　吾妻法人会と中之条税務署では、皆さんに知っていただくため下記のとおり制度の説明会を開催します。
　事業者の方ならどなたでも参加できますので、ご都合のよい日時・場所の説明会へご参加ください。

開催日時
開催場所 主催者 連絡先

日 時間

令和元年
10月25日（金）

10：00～11：30
中之条町大字伊勢町1005－1

中之条町ツインプラザ 視聴覚室 （一社）吾妻法人会 
中之条税務署

中之条税務署 
法人課税部門 

0279－75－3355（代表）14：00～15：30
長野原町大字長野原37－2 

長野原町商工会館　小会議室

　

国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
と
き
に
、
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月

分
ま
で
保
険
料
の
免
除
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

︻
申
請
方
法
︼

　

お
住
ま
い
の
市
町
村
役
場
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
添
付
書
類
な
ど
、詳
し
く
は
申
請
先
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
ご
注
意
く
だ
さ
い

○�

２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
免
除
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
申

請
が
遅
れ
る
と
万
一
の
際
に
障
害
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
す
み
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○�

申
請
期
間
に
対
応
す
る
前
年
所
得
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
ま
す
の
で
、

免
除
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

過
去
２
年
間
に
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
方
へ

　

国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
や
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ

い
て
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
、
将
来
受
け
る
年
金
額
が

少
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
ま
ま
で
追
納
し

な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期

間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
あ
と
か
ら
保
険
料
を

納
め
る
こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
３
年
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険
料
に

経
過
し
た
年
数
に
応
じ
て
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
年
金
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課︵
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
︶

保
険
料
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す

国

民

年

金

information
くらしの情報

※その他の試験又は興味のある方は、下記までお問い合わせください。

令和元年度　自衛官等募集案内

募集種目 資　　格 受付期間 試　験　日 試験会場 合格発表

自衛官候補生
18歳以上
33歳未満

年間を通じて
行っています

令和元年11月４日
令和元年11月24日
令和２年１月19日

11月４日：相馬原駐屯地
11月24日：新町駐屯地　
１月19日：相馬原駐屯地

合格発表は試験時に
お知らせいたします

陸上自衛隊
高等工科学校

15歳以上
17歳未満

令和元年11月１日
～令和２年１月６日

１次試験
令和２年１月18日

２次試験
令和２年２月１日

１次試験
勢多会館（前橋市）

２次試験
新町駐屯地

自衛隊地方協力本部
に掲示及び本人宛に

通知します

沼田地域事務所 ☎0278－23－4111 自衛隊群馬地方協力本部
☎027-221-4471
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information
くらしの情報

10
月
１
日
か
ら
の

１
週
間
は「
法
の
日
」

週
間
で
す

　

裁
判
所
、
法
務
省
、
検
察
庁

及
び
弁
護
士
会
で
は
、
10
月
１

日
か
ら
の
１
週
間
を
「
法
の
日
」

週
間
と
し
、
毎
年
、
各
種
の
行

事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

前
橋
地
方
・
家
庭
裁
判
所
で

は
、
前
橋
地
方
検
察
庁
、
群
馬

弁
護
士
会
、
法
テ
ラ
ス
群
馬
と

共
催
し
、「
司
法
探
検
ツ
ア
ー
」

を
開
催
し
ま
す
。

● 

日
時

　

10
月
31
日（
木
）　

午
後

●�

内
容

　

�

裁
判
所
・
検
察
庁
・
弁
護
士

会
を
巡
り
、
施
設
見
学
や
講

話
、
説
明
会
を
行
い
ま
す

　

申
し
込
み
方
法
等
は
、
前
橋

地
方
・
家
庭
裁
判
所
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。

h
ttp
://w
w
w
.co
u
rts.go

.jp
/

m
aeb
ash
i/

　

ご
不
明
な
点
等
は
、
前
橋
地

方
裁
判
所
総
務
課
庶
務
係（
☎

０
２
７
・
２
３
１
・
４
２
７
５

内
線
５
１
２
、
５
１
３
）ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

職
業
訓
練（
ハ
ロ
ト
レ
）

説
明
会
の
ご
案
内

　

県
内
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、

パ
ソ
コ
ン
基
礎
・
医
療
事
務
・

介
護
関
係
な
ど
の
知
識
や
技
能

を
習
得
し
て
就
職
す
る
こ
と
を

お
考
え
の
方
に
対
し
て
、
職
業

訓
練（
ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）

の
受
講
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す

（
授
業
料
無
料
、
一
部
テ
キ
ス

ト
代
有
料
）。

　

そ
の
た
め
、
職
業
訓
練
の
受

講
を
希
望
す
る
方
、
職
業
訓
練

に
興
味
が
あ
る
方
を
対
象
に
、

毎
月
、
説
明
会
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
説
明
会
で
は
様
々
な
職

業
訓
練
の
具
体
的
な
授
業
内
容

や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
聴
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の

機
会
に
職
業
訓
練
説
明
会
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

● 
ハ
ロ
ト
レ
説
明
会︵
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
中
之
条
︶の
開
催
日

　

�

令
和
元
年
10
月
10
日（
木
）、

11
月
14
日（
木
）、
12
月
12
日

（
木
）

●�

お
問
い
合
わ
せ　

群
馬
県
労

働
局
職
業
安
定
部
訓
練
室
☎

０
２
７
・
８
９
７
・
３
６
１

２
ま
た
は
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
へ

労
働
委
員
会
が
雇
用

の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　

県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働

者
個
人
と
事
業
主
の
、
労
働
条

件
な
ど
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

（
個
別
的
労
使
紛
争
）解
決
の
サ

ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
す
。

　

経
験
豊
か
な
あ
っ
せ
ん
員
が

両
者
の
間
に
立
っ
て
、
話
し
合

い
に
よ
る
解
決
を
目
指
し
ま

す
。

　

費
用
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。
労
使
間
の
ト
ラ
ブ

ル
で
お
困
り
の
方
は
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
相
談
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●�

対
象
者

　

�

県
内
事
業
所
に
勤
務
す
る
労

働
者
・
県
内
事
業
所
の
事
業

主
●�

対
象
事
案

　

�

解
雇
・
雇
止
め
・
配
置
転

換
・
懲
戒
処
分
・
パ
ワ
ハ
ラ

な
ど
の
労
働
に
関
す
る
紛
争

●
費
用　

無
料

●�

お
問
い
合
わ
せ
・
相
談
先

　

�

群
馬
県
労
働
委
員
会
事
務
局

（
県
庁
26
階
）☎
０
２
７
・
２

２
６
・
２
７
８
３

ス
ト
ッ
プ
！

�

不
正
軽
油

　

群
馬
県
で
は
、
不
正
軽
油

の
情
報
窓
口
と
し
て
不
正
軽

油
１
１
０
番
を
設
け
て
い
ま

す
。

　

軽
油
に
灯
油
や
重
油
を
混

ぜ
た
り
、
灯
油
や
重
油
を
そ

の
ま
ま
自
動
車
の
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
と
、
地
方
税
法

違
反
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
不
正
軽
油

を
製
造
・
販
売
・
使
用
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
情
報
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

●�

お
問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先

　

�

群
馬
県
前
橋
行
政
県
税
事

務
所　

県
税
課
軽
油
広
域

調
査
係　
「
不
正
軽
油
１

１
０
番
」

　

�

☎
０
２
７
・
２
３
１
・
２

８
０
１

　

村
税
の
滞
納
圧
縮
を
図
る
た

め
、
差
し
押
さ
え
た
不
動
産
を

公
売
に
て
売
却
し
ま
す
。
不
動

産
公
売
は
、吾
妻
郡
内
町
村（
中

之
条
町
、
高
山
村
、
東
吾
妻
町
）

及
び
吾
妻
行
政
県
税
事
務
所
が

合
同
で
実
施
し
ま
す
。

● 

公
売
期
日

　

令
和
元
年
11
月
27
日（
水
）

●�

場
所

 

�

中
之
条
町
役
場　

２
階

　

大
会
議
室

●
受
付

　

午
後
１
時
か
ら

●�

入
札
説
明

　

午
後
１
時
30
分
か
ら

●
入
札

　

午
後
２
時
か
ら

　

公
売
物
件
の
情
報
等
、
詳
細

は
各
町
村
ま
た
は
県
税
事
務
所

（
☎
０
２
７
９
・
７
５
・
３
３
０

０
）へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、
群
馬
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
s
://w

w
w
.p
r
e
f.

g
u
n
m
a
.jp
/ 04/a

4310031.

h
tm
l

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

不
動
産
合
同
公
売
を

実
施
し
ま
す


